
こんな時に
お役立てください

記念日を
残したい
※50インチのみ

イベントや催事のPR、サークルや団体のメンバー募集などのお知らせを載せることが

できます。（アンフォーレが会場となっているイベント等に限りません。）

企業の求人広告やお店の紹介などの商業利用もOKです。

さらに、「フレしる」では、皆さんから投稿

された記念日を集め、安城市のオリジナル

記念日カレンダーを作っています。あなた

の記念日もぜひ、投稿してください。

ポスフォーレは、誰でも簡単にイベントの告知や
募集等の投稿が無料で、できるサービスです。

みんなで作るプラットフォーム

投稿された内容は、50インチタッチパネルの

「フレしる」にも表示。

「ポスフォーレ」ってなあに？

投稿内容の一例

投稿内容の一例

●アンフォーレオープン日
●〇〇会社の新商品開発日使い方はいろいろ

みんなに知らせたい！！
知っ
てほ
しい

あなたの
お知らせが　　  に
あなたの
お知らせが　　  に大画面大画面

●安城マルシェを
  開催します！
●ヨガ教室のお知らせ
●テニス仲間を募集！
●〇〇会社就職説明会を
  開催します
●○○スーパー
  木曜特売開催中！

お知らせ
したい

情報は、アンフォーレ本館１階にある220インチの

「大型マルチビジョン」に表示されます。

そのお知らせ、ポスフォーレがお手伝いします

仲間を
募集したい

大切な　　　   を残そう♪大切な　　　   を残そう♪記念日記念日

イベントを
告知したい
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安城市在住の人に限らず、どなたでも投稿することが
可能です。また、イベント情報についても、開催場所を
問わず投稿できます。

※記念日を投稿したいときは

　を押してください。

必要事項を記入して

を押してください。

入力した内容に間違いがなければ

　　　　　　を押してください。

「ポスフォーレ」のホームページにアクセスしてください。
パソコンからでも、スマートフォンからでも投稿できます。ご利用方法

1
利用規約の同意を確認をして、

■上記｢利用規約｣に同意します。

にチェックを入れて

を押してください。

※上記｢利用規約｣に同意します。に
チェックが無いと、確認ボタン
は押せません。

※投稿には必ず画像データ（jpg、
png）が必要です。

必ずチェック

記念日をカレンダーに投稿

確認する

確認する

これで投稿完成♪

投稿を削除
したいとき

ポスフォーレ 検索

スマホで
QRコードから
簡単アクセス

STEP1

投稿方法

告知を掲示板に投稿

を押してください。

お知らせなどを投稿したいときは

※投稿された内容は、安城市アンフォーレ課職員にて
チェックを行います。公序良俗等に反する内容の投稿
については掲示できません。

※内容に問題が無ければ、投稿から一週間以内に反映されます。

※記念日は50インチタッチパネル「フレしる」のみで表示
されます。

イベントが中止になった、募集が終わったときなど掲載期間内
でも投稿を削除することができます。投稿受付メールに記載
されているURLへアクセスし、削除キーを入力して下さい。

STEP2 STEP3 STEP4

安城市に住んでいなくても投稿はできますか？
また、市内のイベント情報でなくてもよいですか？

A

毎時３０分から１０分間、投稿された内容が順次表示され
るようになっています。なお、50インチタッチパネルでは、
タッチパネルを操作することで常にご覧いただけます。

投稿した内容は、大型ビジョンに
いつ表示されていますか？

Q. 

A

はい、大丈夫です。お店や会社のＰＲにぜひお使いください。

営利目的でも投稿できますか？
A

投稿後の修正はできませんので、誤った投稿を削除して
いただき、新しく投稿し直してください。

内容に誤りがありました。修正はできますか？Q. 
A

投稿者情報は掲載されません。入力画面の掲示板情報の
みが掲載されます。

投稿者情報は掲載されますか？Q. 
A

最長で３０日間掲載が可能です。

最長で何日まで掲載できますか？　Q. 
A

投稿されたイベント開催日を過ぎると、自動的に告知
は消えます。

イベント日が終われば告知は消えますか？Q. 
A

安城市アンフォーレ課
お問合せ先

TEL: 0566-76-6111  FAX: 0566-77-6066

投稿する

ポスフォーレ
よくあるご質問Q&Aポスフォーレ
よくあるご質問

・・・・

Q. Q. 



 

令和４年１月５日 

介護サービス事業者 

介護保険施設  各 位 

                                                          安城市長  神 谷  学 

 

介護保険サービス事業における事故発生時の連絡の取扱いについて 

  このことについて、介護サービス事業者等は、「人員、設備及び運営に関する基準」により、サービスの提

供によって事故が発生した場合は、市、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡をしなければならな

いこととなっていますが、この取扱いを下記及び別紙のとおりとしますのでよろしくお願いします。 

記 

1 対   象 

(1) 安城市の被保険者が受けた介護保険指定事業者(以下、｢事業者｣という。)が行う介護保険適用サー 

ビス 

(2) 安城市内に所在する事業者が行う介護保険適用サービス 

2 連絡を要する事故等 

連絡事項区分 説                    明 

① 

サービスの提供による

利用者のケガ又は死亡

事故の発生 

◇ 報告が必要な場合 

医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故及び死亡

事故。 

※ 擦過傷や打撲など比較的軽易なケガは除く。 

※ 勤務医等がいる場合は、「勤務医等がいない場合に外部受診させる程

度か否か」で判断する。 

◇ ケガの程度にかかわらず、連絡する必要のある場合 

・ ケガにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合 

・ 利用者に見舞金や賠償金を支払った場合 

・ 利用者が病気等により死亡した場合であっても、後日トラブルが生じる可

能性がある場合 

◇ 「サービスの提供」には、送迎及び通院中も含む。 

② 
食中毒及び感染症の発

生 

◇ MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合。 

※ 各感染症に関連する法に定める手続きがある場合はこれに従う。 

③ 
職員(従業者)の法令違

反・不祥事件等の発生 

◇ 利用者の処遇に影響がある場合。 

※ 例：利用者からの預り金の横領、虐待及び不適切な行為など 

④ 
その他連絡が必要と認

められる事故の発生 

   ※ 例：利用者等の保有する財産を滅失させたなど 

3 連絡方法 

(1) 事故等発生時の対応 

    事故等が発生した場合は速やかに市へ電話又は FAX(様式不問)で連絡してください。 

   ※食中毒及び感染症の発生の場合もその都度連絡してください。 

(2) 経過連絡 

    その後の経過について、順次市へ電話又は FAX(様式不問)で連絡してください。 

   （例）利用者とのトラブルの発生、集団感染の新たな感染者発生、意識の回復等 

(3) 報告書の作成 

報告書の様式は別紙様式「事故報告書」を標準とします。 

第１報の際には、別紙様式内の１から６までの項目について可能な限り記載し、遅くとも５日以内を目

安に提出してください。事故処理の区切りがついたところで別紙様式に整理をし、報告してください。対

象者が複数名の場合は、各対象者の情報・症状・対応については「事故報告書別紙（集団発生用）」に

まとめ、添付してください。様式は安城市ウェブサイトでダウンロードできます。 

〔問合せ先〕 安城市役所 高齢福祉課 介護保険係   

電話 71－2290 (直通)  76-1111(代表)   FAX 74－6789 
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　事故報告書　（事業者→安城市）

※第１報は、少なくとも1から6までについては可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目安に提出すること

※選択肢については該当する項目をチェックし、該当する項目が複数ある場合は全て選択すること

☐ 第1報 ☐  第 報 ☐ 最終報告 提出日：西暦　　年　　月　　日

事故状況の程度 ☐ ☐ 入院 ☐ 死亡 ☐ その他（ ）

死亡に至った場合

死亡年月日
西暦 年 月 日

法人名

事業所（施設）名 事業所番号

サービス種別

氏名・年齢・性別 氏名 年齢 性別： ☐ 男性 ☐ 女性

サービス提供開始日 西暦 年 月 日 保険者

住所 ☐ 事業所所在地と同じ ☐ その他（

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 自立

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ⅰ Ⅱa Ⅱb Ⅲa Ⅲb Ⅳ M

発生日時 西暦 年 月 日 時 分頃（24時間表記）

☐ 居室（個室） ☐ 居室（多床室） ☐ トイレ ☐ 廊下

☐ 食堂等共用部 ☐ 浴室・脱衣室 ☐ 機能訓練室 ☐ 施設敷地内の建物外

☐ 敷地外 ☐

☐ 転倒 ☐ 異食 ☐ 不明

☐ 転落 ☐ 誤薬、与薬もれ等 ☐ その他（ ）

☐ 誤嚥・窒息 ☐ 医療処置関連（チューブ抜去等）

前 後　

発生時状況、事故内容の

詳細
まえ うしろ

その他

特記すべき事項

発生時の対応

受診方法 ☐ 施設内の医師 (配置医含む)が対応 ☐
受診

(外来･往診)
☐ 救急搬送 ☐ その他（ ）

受診先

診断名

☐ 切傷・擦過傷 ☐ 打撲・捻挫・脱臼 ☐ 骨折(部位：　　　　　　　　　　　　　　　　　)

☐ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

検査、処置等の概要

連絡先（電話番号）

5

事

故

発

生

時

の

対

応

医療機関名

診断内容

4

事

故

の

概

要

発生場所

事故の種別

その他（　　　　　　　　　　　　　　）

3

対

象

者

）

身体状況

要介護度

認知症高齢者

日常生活自立度

1事故

状況

2

事

業

所

の

概

要
所在地

受診(外来･往診)、自施設で応急処置

別添３
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利用者の状況

☐ 配偶者 ☐ 子、子の配偶者 ☐ その他（ ）

西暦 年 月 日

☐ 他の自治体 ☐ 警察 ☐ その他

自治体名（ ） 警察署名（ ） 名称（ ）

本人、家族、関係先等

への追加対応予定

9 その他

特記すべき事項

報告した家族等の

続柄

連絡した関係機関

(連絡した場合のみ)

7 事故の原因分析

（本人要因、職員要因、環境要因の分析）

（できるだけ具体的に記載すること）

8 再発防止策

（手順変更、環境変更、その他の対応、

再発防止策の評価時期および結果等）

（できるだけ具体的に記載すること）

報告年月日

6

事

故

発

生

後

の

状

況

家族等への報告
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令和５年３月２３日 
 

介護サービス事業者の皆様へ 
 

安城市長 三 星 元 人    

（公 印 省 略）    

 

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について（通知） 

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の３２に基づく業務管理体制の整

備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところで

すが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務

管理体制の整備に関する届出システム」（以下、「届出システム」という。）が構築され、

下記の日時以降、電子申請等による届出が可能となりますのでお知らせします。 

なお、届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとに ID やパスワードの取得

が必要になりますので、下記３に沿って手続きを行うとともに、必要に応じて、参考（介

護サービス事業者の業務管理体制整備と届出）（以下、「参考」という。）及び別添（業務

管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル（事業者版））（以下、「別添」とい

う。）を確認のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。 

記 

１ 届出システム運用開始日時 

 令和５年３月２８日（火）午後１時 

 

２ 業務管理体制の整備に関する届出が必要な場合 

介護保険法に基づき、全ての事業者は、業務管理体制を整備し、事業所等の展開の状況

に応じ、以下（１）の事項について、関係行政機関に届け出る必要があります。（介護保

険法第１１５条の３２第１項及び第２項） 

また、以下（１）又は（２）の事項に変更がある場合についても、届出が必要となりま

す。（介護保険法第１１５条の３２第３項） 

なお、詳細については、参考を確認ください。 

（１）介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の４０第１項第１

号から第４号に基づく届出事項 

第１号 事業者「名称」、「主たる事務所の所在地」、代表者「氏名」、「生年月日」、「住

所」、「職名」 

第２号 法令遵守責任者の氏名（フリガナ）及び生年月日 

第３号 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要 

第４号 業務執行の状況の監査の方法の概要 

（２）介護保険法第１１５条の３２第２項各号に掲げる区分の変更（届出先の変更） 

事業所等の指定等により、事業者が管理する事業所が増減し、事業展開地域が変更

となり、届出先区分の変更が生じた場合 

 

３ 届出システムを利用した初回届出時の初期設定について 

（１）新規参入する事業者が届出システムを利用して届出を行う場合 

別添の６頁に記載の URL をブラウザに貼付し、アクセス後「初めて本システムを利
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用される方へ：新規に届出を行う場合はこちら」をクリックして必要な手続きを行っ

てください。 

（２）既存事業者（事業者（法人）番号を発行済み）が届出システムを利用して届出を行 

う場合 

ア 別添の６頁に記載の URL をブラウザに貼付し、アクセス後「既に事業者番号（Ａ

から始める番号）をお持ちの場合はこちら」をクリックしてください。 

イ 「既に事業者番号（Ａから始める番号）をお持ちの場合はこちら」をクリック後

の画面に以下の必須項目の情報を全て入力後、確認ボタンをクリックし、入力内容

を確認し、実行をクリックします。 

（ア）事業者（法人）番号  

※エラー表示が出た場合は、過去の事業者（法人）番号を入力 

（イ）連絡先メールアドレス 

（ウ）連絡先（担当者の所属・氏名・フリガナ） 

（エ）電話番号 

ウ 連絡先メールアドレス宛てに、ユーザ登録完了のお知らせが届きます。 

エ 上記ウにより、届出システムの初期設定は完了です。 

オ 次回利用時からログイン画面より、ユーザ ID とパスワードを入力することで届

出システムを利用することができます。 

 

４ 留意事項 

（１）届出システム以外での届出処理について 

届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。 

（２）業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル（事業者版）について 

今回、別添については、初版であるため送付しております。 

なお、届出システム稼働後については、届出システムよりダウンロードし、閲覧が可

能です。 

（３）介護保険法第１１５条の３２第２項各号に掲げる区分の変更（届出先の変更）につ   

いて 

変更前の区分による届出先及び変更後の区分による届出先の双方に、届出を行う必

要がありますが、届出システムによる届出を行った場合は、一度の届出で双方の届出

先に情報が伝達されます。 

 

担 当 福祉部高齢福祉課介護保険係    

電 話 ０５６６－７１－２２９０（直通） 

ＦＡＸ ０５６６－７４－６７８９     

電子メール koufuku@city.anjo.lg.jp    

 


